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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高屈折率材料からなるオンチップレンズと、
　前記オンチップレンズ上に平坦に形成され、低屈折率材料からなる低屈折率層と、
　赤外吸収色素と、シロキサン骨格のみからなる合成樹脂またはシロキサン骨格部分並び
にエーテル、ビニル基、アミン及びアルキル基のうちいずれか一つ以上の有機基である部
分骨格からなる合成樹脂であるバインダー樹脂とを含む赤外吸収材料からなり、前記低屈
折率層よりも上層に積層された赤外吸収層と、
　前記オンチップレンズよりも下層に積層され、赤外吸収能を有するカラーフィルタ層と
、
　前記赤外吸収層上に積層され、酸素及び水分を遮蔽する保護層
　を具備する撮像素子。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮像素子であって、
　前記赤外吸収材料は、加熱黄変温度が１８０℃以上である
　撮像素子。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の撮像素子であって、
　前記赤外吸収色素は、極大吸収波長が６００ｎｍ以上１２００ｎｍ以下であり、モル吸
光係数が１０００Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ以上である
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　撮像素子。
【請求項４】
　請求項１から３のうちいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　前記赤外吸収色素は、過塩素酸イオンよりサイズもしくは式量が大きくまたは酸化され
にくいアニオン部分を有し、またはアンモニウムイオンよりサイズもしくは式量が大きく
または酸化されにくいカチオン部分を有する
　撮像素子。
【請求項５】
　請求項１から４のうちいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　前記低屈折率層よりも上層に積層され、高屈折率材料と低屈折率材料の多層膜からなる
バンドパス層
　をさらに具備する撮像素子。
【請求項６】
　請求項１から５のうちいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　最上層として積層され、上層側及び下層側から入射する光の反射を防止する反射防止層
　をさらに具備する撮像素子。
【請求項７】
　請求項１から６のうちいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　前記赤外吸収層を支持する支持基板
　をさらに具備する撮像素子。
【請求項８】
　請求項１から７のうちいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　前記低屈折率層上に積層された、接着性材料からなる接着層
　をさらに具備する撮像素子。
【請求項９】
　高屈折率材料からなるオンチップレンズと、
　前記オンチップレンズ上に平坦に形成され、低屈折率材料からなる低屈折率層と、
　短径１ｎｍ以上かつ長径５０ｎｍ以下の微粒子状である赤外吸収色素を含む赤外吸収材
料からなり、前記低屈折率層よりも上層に積層された赤外吸収層と、
　前記オンチップレンズよりも下層に積層され、赤外吸収能を有するカラーフィルタ層と
、
　前記赤外吸収層上に積層され、酸素及び水分を遮蔽する保護層
　を具備する撮像素子。
【請求項１０】
　請求項９に記載の撮像素子であって、
　前記赤外吸収材料は、少なくともバインダー樹脂もしくは添加剤のうちいずれか一方を
含む
　撮像素子。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の撮像素子であって、
　前記赤外吸収色素は、極大吸収波長が６００ｎｍ以上１２００ｎｍ以下であり、モル吸
光係数が１０００Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ以上である
　撮像素子。
【請求項１２】
　請求項９から１１のうちいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　前記赤外吸収色素は、過塩素酸イオンよりもサイズもしくは式量が大きくまたは酸化さ
れにくいアニオン部分を有し、またはアンモニウムイオンよりもサイズもしくは式量が大
きくまたは酸化されにくいカチオン部分を有する
　撮像素子。
【請求項１３】
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　請求項９から１２のうちいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　前記低屈折率層よりも上層に積層され、高屈折率材料と低屈折率材料の多層膜からなる
バンドパス層
　をさらに具備する撮像素子。
【請求項１４】
　請求項９から１３のうちいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　最上層として積層され、上層側及び下層側から入射する光の反射を防止する反射防止層
　をさらに具備する撮像素子。
【請求項１５】
　請求項９から１４のうちいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　前記赤外吸収層を支持する支持基板
　をさらに具備する撮像素子。
【請求項１６】
　請求項９から１５のうちいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　前記低屈折率層上に積層された、接着性材料からなる接着層
　をさらに具備する撮像素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、撮像素子への入射光から赤外成分を除去する撮像素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カラー画像の撮影ではビデオカメラやデジタルスチルカメラ等の撮像装置が使用されて
おり、これらカメラに用いられているＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Com
plementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサ等の固体撮像素子（複数の光電
変換素子から構成される）は、近紫外波長帯域から近赤外波長帯域に対しても感度を有し
ている。
【０００３】
　しかしながらカラー画像を撮影する場合、人が観察するうえでは人の視感度（波長４０
０～７００nm程度）以外の波長帯域の光信号は、正しいカラー画像に対してノイズ成分と
なる。そこで正しいカラー画像を得るには固体撮像素子の光電変換素子に赤外カットフィ
ルタを設けることによって近赤外波長帯域の光を除去した信号を検出する必要がある。
【０００４】
　赤外カットフィルタは、撮像光学系と固体撮像素子の間に設けられるものが一般的であ
り、赤外帯域を吸収する材料からなる吸収型の赤外カットフィルタや、多層膜の干渉を利
用した反射型の赤外カットフィルタが利用されている。
【０００５】
　ところで、近年、撮像装置の小型が進んできているが、赤外カットフィルタは一般的に
１～３mm程度の厚さを有しており、デジタルカメラを薄型化する点で、赤外カットフィル
タの厚みが問題となっている。特に、携帯電話機や携帯端末装置等に搭載するカメラモジ
ュールでは、撮像光学系の薄型化が必須である。加えて、赤外カットフィルタを固体撮像
素子と共に撮像装置に実装する必要があり、撮像装置の製造コストの点からも改善が望ま
れる。
【０００６】
　ここで、特許文献１には、光電変換素子上に赤外吸収能を有する平坦化層及びオンチッ
プレンズが積層された固体撮像素子が開示されている。平坦化層及びオンチップレンズに
赤外吸収能を持たせることによって、固体撮像素子とは別に赤外カットフィルタを設ける
必要がなく、撮像光学系の薄型化が可能とされている。
【０００７】
　また、特許文献２には、光電変換素子上に配置されるカラーフィルタに赤外吸収材料を
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添加し、カラーフィルタによって赤外成分を除去する固体撮像素子が開示されている。こ
の固体撮像素子も同様に、別途赤外カットフィルタを設ける必要がなく、撮像光学系の薄
型化が可能とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２００３６０号公報
【特許文献２】特開２００７－１４１８７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１や特許文献２に記載のような固体撮像素子においては、次の
ような問題がある。即ち、オンチップレンズやカラーフィルタに赤外吸収能を付与する場
合、これらの厚みが大きくなり、光電変換素子への入射光が光学的影響を受けるおそれが
ある。
【００１０】
　オンチップレンズやカラーフィルタに赤外吸収材を添加する際、十分な赤外吸収能を得
るためには、一定量の赤外吸収材が必要である。しかしながら、赤外吸収材の濃度を大き
くすると可視光の透過量が減少するため、赤外吸収材の濃度には限度がある。したがって
、オンチップレンズやカラーフィルタの厚みを大きくせざるを得ない。
【００１１】
　一方で、オンチップレンズやカラーフィルタの厚みを大きくすると、オンチップレンズ
のレンズ面と光電変換素子の距離が大きくなる。これにより、ひとつの光電変換素子上に
設けられたオンチップレンズへの入射光が、隣接する光電変換素子にも入射してしまい、
画素分解能や色分離の劣化を生じさせる。
【００１２】
　また、固体撮像素子と一体的に赤外吸収層を設ける場合においては、従来とは異なり製
造および組み立て工程を考慮すると赤外吸収層が１８０℃を超える温度に耐えうる必要が
ある。
【００１３】
　特許文献１に記載のような固体撮像素子においては、１８０℃を超える耐熱性を有する
材料についても記載はあるが、上記のような赤外吸収強度条件を同時に満たすことができ
ないため、十分な赤外吸収特性を得られるオンチップレンズ厚みを実現することが困難で
ある。特許文献２に記載のような固体撮像素子においても、１８０℃を超える耐熱性を考
慮した場合においては材料の耐熱性の面から実施することが困難である。
【００１４】
　さらに、固体撮像素子と一体的に赤外吸収層を設ける場合においては、赤外吸収層の熱
劣化が問題となる。具体的には赤外吸収層は、固体撮像素子の使用時に８０℃～１８０℃
程度に加熱されるため、長期間このような温度に曝されても、赤外吸収能が損なわれない
ことが必要がある。
【００１５】
　以上のような事情に鑑み、本技術の目的は、撮像性能を低下させることなく撮像光学系
の薄型化が可能であり、かつ耐久性に優れた撮像素子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するため、本技術の一形態に係る撮像素子は、オンチップレンズと、低
屈折率層と、赤外吸収層とを具備する。
　上記オンチップレンズは、高屈折率材料からなる。
　上記低屈折率層は、上記オンチップレンズ上に平坦に形成され、低屈折率材料からなる
。
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　上記赤外吸収層は、赤外吸収色素と、シロキサン骨格のみからなる合成樹脂またはシロ
キサン骨格部分及び酸素部分の反応活性が低い部分骨格からなる合成樹脂であるバインダ
ー樹脂とを含む赤外吸収材料からなり、上記低屈折率層よりも上層に積層されている。
【００１７】
　この構成によれば、撮像素子が赤外吸収層を備えるため、撮像素子とは別に赤外カット
フィルタを設ける必要がなく、撮像光学系の薄型化が可能である。さらに、赤外吸収層は
オンチップレンズより上層に積層されるため、オンチップレンズと光電変換素子（オンチ
ップレンズより下層に積層される）の距離は赤外吸収層が設けられない場合と同等である
。仮にオンチップレンズと光電変換素子の距離が大きくなるとすると、オンチップレンズ
への入射光が隣接する光電変換素子に入射してしまい、撮像性能が低下するおそれがある
。しかしながら、上記構成によればオンチップレンズと光電変換素子の距離は大きくなら
ず、このような撮像性能の低下を防止することが可能である。また、赤外吸収層を、上記
構成を有するバインダー樹脂を含むものとすることにより、バインダー樹脂による赤外吸
収色素の酸化を防止し、赤外吸収層の熱劣化を抑制することが可能である。なお、赤外吸
収材料は、赤外吸収色素及びバインダー樹脂に加え、色素の安定化剤や酸化防止剤等とい
った添加剤を含んでもよい。
【００１８】
　上記赤外吸収材料は、加熱黄変温度が１８０℃以上であってもよい。
【００１９】
　赤外吸収色素を含む赤外吸収フィルタが撮像素子とは別途に設けられる場合とは異なり
、本技術に係る撮像素子は赤外吸収層を備える。ここで、赤外吸収層は、撮像素子の製造
プロセスあるいは動作中において高温に曝される場合があるが、加熱黄変温度が１８０℃
以上の赤外吸収材料を利用することにより、熱による赤外吸収層の可視光透過率の低下を
防止することが可能となる。
【００２０】
　上記赤外吸収色素は、極大吸収波長が６００ｎｍ以上１２００ｎｍ以下であり、モル吸
光係数が１０００Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ以上であってもよい。
【００２１】
　この構成によれば、赤外吸収色素を含む赤外吸収材料は、赤外波長帯域（６００ｎｍ以
上１２００ｎｍ以下）の赤外成分を有効に除去することが可能である。
【００２２】
　上記赤外吸収色素は、過塩素酸イオンよりサイズもしくは式量が大きくまたは酸化され
にくいアニオン部分を有し、またはアンモニウムイオンよりサイズもしくは式量が大きく
または酸化されにくいカチオン部分を有してもよい。
【００２３】
　赤外吸収色素としてレーキ化可能な色素を利用することが可能であるが、これらの色素
はアニオン部分又はカチオン部分を有する。上記のようなアニオン部分又はカチオン部分
を有する色素を赤外吸収色素として利用することにより、アニオン部分やカチオン部分の
酸化を防止し、赤外吸収層の熱劣化を防止することが可能である。
【００２４】
　上記撮像素子は、前記赤外吸収層上に積層され、酸素及び水分を遮蔽するもしくは物理
的なダメージを抑制する保護層をさらに具備してもよい。
【００２５】
　この構成によれば、保護層が酸素を遮蔽することにより、酸素の赤外吸収層への到達が
防止される。これにより、赤外吸収層に含まれる赤外吸収色素の酸化が防止され、赤外吸
収色素の酸化による赤外吸収能の低下を防止することが可能となる。また、保護層が水分
を遮蔽し、あるいは物理的なダメージを抑制するため、赤外吸収層の劣化を防止すること
が可能となる。
【００２６】
　上記撮像素子は、上記低屈折率層よりも上層に積層され、高屈折率材料と低屈折率材料
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の多層膜からなるバンドパス層をさらに具備してもよい。
【００２７】
　この構成によれば、バンドパス層において紫色の光の一部もしくは全部とそれより短波
長の光、もしくは赤外光、もしくはその両方を除去することが可能となる。バンドパス層
は、多層膜間の光の干渉を利用するため、入射光の入射角度によっては透過波長がシフト
する場合がある。このような場合であっても、透過波長のシフトが原理的に生じない赤外
吸収層によって透過波長帯域を維持することが可能となる。
【００２８】
　上記撮像素子は、最上層として積層され、上層側及び下層側から入射する光の反射を防
止する反射防止層をさらに具備してもよい。
【００２９】
　撮像素子への入射光は、各層の界面においてわずかに反射される場合がある。このよう
な反射光が撮像素子の光電変換素子に到達すると、本来の結像光でない光が光電変換素子
に入射するため撮像性能を低下させる。ここで、反射防止層によってこのような反射光の
再反射を防止することにより、撮像性能の低下を防止することが可能である。
【００３０】
　上記撮像素子は、上記オンチップレンズよりも下層に積層されたカラーフィルタ層をさ
らに具備してもよい。
【００３１】
　この構成によれば、赤外吸収層によって赤外成分が除去された入射光が、光電変換素子
に対応して設けられたカラーフィルタによって所定の波長帯域（例えば、赤色、緑色、青
色）の光となって光電変換素子に入射する。即ち、カラーフィルタ層を設けることによっ
てカラー画像の撮像が可能となる。
【００３２】
　上記撮像素子は、上記赤外吸収層を支持する支持基板をさらに具備してもよい。
【００３３】
　この構成によれば、支持基板上に赤外吸収層を積層させたものを下層構造（光電変換層
、オンチップレンズ、低屈折率層等）とは別に作製し、下層構造に積層させることが可能
となる。即ち、下層構造と赤外吸収層を別の製造プロセスで作製することが可能となるた
め、既存設備の利用が可能となる等、製造上有利となる。
【００３４】
　上記撮像素子は、上記低屈折率層上に積層された、接着性材料からなる接着層をさらに
具備してもよい。
【００３５】
　この構成によれば、上述したように赤外吸収層やバンドパス層が積層された支持基板を
、接着層を介して低屈折率層上に積層することが可能となる。なお、支持基板は接着後に
除去することも可能となるため、撮像素子が支持基板を有しない場合もある。
【００３６】
　上記目的を達成するため、本技術の一形態に係る撮像素子は、オンチップレンズと、低
屈折率層と、赤外吸収層とを具備する。
　上記オンチップレンズは、高屈折率材料からなる。
　上記低屈折率層は、上記オンチップレンズ上に平坦に形成され、低屈折率材料からなる
。
　上位赤外吸収層は、短径１ｎｍ以上かつ長径５０ｎｍ以下の微粒子状である赤外吸収色
素を含む赤外吸収材料からなり、上記低屈折率層よりも上層に積層されている。
【００３７】
　この構成によれば、撮像素子が赤外吸収層を備えるため、撮像素子とは別に赤外カット
フィルタを設ける必要がなく、撮像光学系の薄型化が可能である。さらに、赤外吸収層は
オンチップレンズより上層に積層されるため、オンチップレンズと光電変換素子（オンチ
ップレンズより下層に積層される）の距離は赤外吸収層が設けられない場合と同等である
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。仮にオンチップレンズと光電変換素子の距離が大きくなるとすると、オンチップレンズ
への入射光が隣接する光電変換素子に入射してしまい、撮像性能が低下するおそれがある
。しかしながら、上記構成によればオンチップレンズと光電変換素子の距離は大きくなら
ず、このような撮像性能の低下を防止することが可能である。また、赤外吸収層に含まれ
る赤外吸収色素を上記微粒子状のものとすることにより、赤外吸収色素の酸化を防止して
赤外吸収層の熱劣化を抑制し、かつ赤外吸収色素による光散乱を防止することが可能とな
る。
【００３８】
　上記赤外吸収材料は、少なくともバインダー樹脂もしくは添加剤のうちいずれか一方を
含んでもよい。
【００３９】
　この構成によれば、赤外吸収色素をバインダー樹脂又は添加剤と混合した材料を赤外吸
収材料とすることが可能となる。バインダー樹脂は赤外吸収色素が分散される樹脂であり
、添加剤は色素の安定化剤や酸化防止剤等である。
【００４０】
　上記赤外吸収色素は、極大吸収波長が６００ｎｍ以上１２００ｎｍ以下であり、モル吸
光係数が１０００Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ以上であってもよい。
【００４１】
　この構成によれば、赤外吸収色素を含む赤外吸収材料は、赤外波長帯域（６００ｎｍ以
上１２００ｎｍ以下）の赤外成分を有効に除去することが可能である。
【００４２】
　上記赤外吸収色素は、過塩素酸イオンよりサイズもしくは式量が大きくまたは酸化され
にくいアニオン部分を有し、またはアンモニウムイオンよりサイズもしくは式量が大きく
または酸化されにくいカチオン部分を有してもよい。
【００４３】
　赤外吸収色素としてレーキ化可能な色素を利用することが可能であるが、これらの色素
はアニオン部分又はカチオン部分を有する。上記のようなアニオン部分又はカチオン部分
を有する色素を赤外吸収色素として利用することにより、アニオン部分やカチオン部分の
酸化を防止し、赤外吸収層の熱劣化を防止することが可能である。
【００４４】
　上記撮像素子は、前記赤外吸収層上に積層され、酸素及び水分を遮蔽するもしくは物理
的なダメージを抑制する保護層をさらに具備してもよい。
【００４５】
　この構成によれば、保護層が酸素を遮蔽することにより、酸素の赤外吸収層への到達が
防止される。これにより、赤外吸収層に含まれる赤外吸収色素の酸化が防止され、赤外吸
収色素の酸化による赤外吸収能の低下を防止することが可能となる。また、保護層が水分
を遮蔽し、あるいは物理的なダメージを抑制するため、赤外吸収層の劣化を防止すること
が可能となる。
【００４６】
　上記撮像素子は、上記低屈折率層よりも上層に積層され、高屈折率材料と低屈折率材料
の多層膜からなるバンドパス層をさらに具備してもよい。
【００４７】
　この構成によれば、バンドパス層において紫色の光の一部もしくは全部とそれより短波
長の光、もしくは赤外光、もしくはその両方を除去することが可能となる。バンドパス層
は、多層膜間の光の干渉を利用するため、入射光の入射角度によっては透過波長がシフト
する場合がある。このような場合であっても、透過波長のシフトが原理的に生じない赤外
吸収層によって透過波長帯域を維持することが可能となる。
【００４８】
　上記撮像素子は、最上層として積層され、上層側及び下層側から入射する光の反射を防
止する反射防止層をさらに具備してもよい。
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【００４９】
　撮像素子への入射光は、各層の界面においてわずかに反射される場合がある。このよう
な反射光が撮像素子の光電変換素子に到達すると、本来の結像光でない光が光電変換素子
に入射するため撮像性能を低下させる。ここで、反射防止層によってこのような反射光の
再反射を防止することにより、撮像性能の低下を防止することが可能である。
【００５０】
　上記撮像素子は、上記オンチップレンズよりも下層に積層されたカラーフィルタ層をさ
らに具備してもよい。
【００５１】
　この構成によれば、赤外吸収層によって赤外成分が除去された入射光が、光電変換素子
に対応して設けられたカラーフィルタによって所定の波長帯域（例えば、赤色、緑色、青
色）の光となって光電変換素子に入射する。即ち、カラーフィルタ層を設けることによっ
てカラー画像の撮像が可能となる。
【００５２】
　上記撮像素子は、上記赤外吸収層を支持する支持基板をさらに具備してもよい。
【００５３】
　この構成によれば、支持基板上に赤外吸収層を積層させたものを下層構造（光電変換層
、オンチップレンズ、低屈折率層等）とは別に作製し、下層構造に積層させることが可能
となる。即ち、下層構造と赤外吸収層を別の製造プロセスで作製することが可能となるた
め、既存設備の利用が可能となる等、製造上有利となる。
【００５４】
　上記撮像素子は、上記低屈折率層上に積層された、接着性材料からなる接着層をさらに
具備してもよい。
【００５５】
　この構成によれば、上述したように赤外吸収層やバンドパス層が積層された支持基板を
、接着層を介して低屈折率層上に積層することが可能となる。なお、支持基板は接着後に
除去することも可能となるため、撮像素子が支持基板を有しない場合もある。
【発明の効果】
【００５６】
　以上のように、本技術によれば、撮像性能を低下させることなく撮像光学系の薄型化が
可能であり、かつ耐久性に優れた撮像素子を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本技術の第１の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図２】同撮像素子の動作を示す模式図である。
【図３】比較例に係る撮像素子の動作を示す模式図である。
【図４】比較例に係る撮像素子の動作を示す模式図である。
【図５】比較例に係る撮像素子の動作を示す模式図である。
【図６】本技術の第１の実施形態に係る撮像素子と赤外カットフィルタの模式図である。
【図７】本技術の第２の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図８】本技術の第３の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図９】本技術の第４の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図１０】本技術の第５の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図１１】同撮像素子の、赤外吸収層による透過分光特性を示すグラフである。
【図１２】同撮像素子の、バンドパス層による透過分光特性を示すグラフである。
【図１３】同撮像素子の、赤外吸収層とバンドパス層による透過分光特性を示すグラフで
ある。
【図１４】本技術の第６の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図１５】本技術の第７の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図１６】本技術の第８の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
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【図１７】本技術の第９の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図１８】本技術の第１０の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図１９】本技術の第１１の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図２０】本技術の第１２の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図２１】本技術の第１３の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図２２】本技術の第１４の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図２３】本技術の第１５の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【図２４】本技術の第１６の実施形態に係る撮像素子の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　（第１の実施形態）
　本技術の第１の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素子
は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装されるも
のとすることが可能である。
【００５９】
　［撮像素子の構造］
　図１は、本実施形態に係る撮像素子１００を示す模式図である。同図に示すように、撮
像素子１００は、光電変換層１０１、カラーフィルタ層１０２、オンチップレンズ１０３
、低屈折率層１０４及び赤外吸収層１０５が積層されて構成されている。
【００６０】
　光電変換層１０１は、複数の光電変換素子１０６を含む層である。具体的には、光電変
換層１０１は、シリコン等の基板上に光電変換素子１０６の回路を形成したものとするこ
とができる。光電変換層１０１の構造は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）構造やＣＭ
ＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）であるものとすることができる。
【００６１】
　光電変換層１０１は、光電変換素子１０６が２次元的（行列状）に配列するイメージセ
ンサであってもよく光電変換素子１０６が１次元的（線状）に配列するラインセンサであ
ってもよい。
【００６２】
　カラーフィルタ層１０２は、光電変換層１０１に積層され、各光電変換素子１０６に対
応するカラーフィルタを有する。具体的には、カラーフィルタは、赤色波長帯域を透過さ
せる赤色カラーフィルタ１０７Ｒ、緑色波長帯域を透過させる緑色カラーフィルタ１０７
Ｇ及び青色波長帯域を透過させる青色カラーフィルタ１０７Ｂの３種のカラーフィルタで
あるものとすることができる。以下、赤色カラーフィルタ１０７Ｒ、緑色カラーフィルタ
１０７Ｇ及び青色カラーフィルタ１０７Ｂをカラーフィルタ１０７と総称する。
【００６３】
　カラーフィルタ１０７の種類（透過波長）は上記３色に限られない。各カラーフィルタ
１０７の材料は特に限定されず、公知の材料からなるものとすることができる。カラーフ
ィルタ１０７は、図１に示すように、各光電変換素子１０６の上層に３種のうちいずれか
の透過波長を有するカラーフィルタ１０７が設けられるものとすることができる。これに
より、各光電変換素子１０６には、上層のカラーフィルタ１０７と透過した特定の波長帯
域を有する光が入射し、その出力はカラーフィルタ１０７を透過した波長帯域の光の強度
とすることが可能となる。
【００６４】
　なお、カラーフィルタ層１０２は設けられなくてもよい。カラーフィルタ層１０２が設
けられない場合、各光電変換素子１０６の出力からはモノクロ画像が生成される。この場
合、オンチップレンズ１０３は光電変換層１０１上に設けられるものとすることができ、
また、何らかの層を介して設けられるものとすることも可能である。
【００６５】
　オンチップレンズ１０３は、カラーフィルタ層１０２上に形成され、入射光をカラーフ
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ィルタ１０７を介して光電変換素子１０６に集光する。オンチップレンズ１０３は、図１
に示すように各光電変換素子１０６に対応して形成されるものとすることができるが、ひ
とつのオンチップレンズ１０３が複数の光電変換素子１０６に対応して形成されてもよい
。
【００６６】
　オンチップレンズ１０３は、光透過性を有する高屈折率材料からなり、半球形状あるい
はレンズとして機能する形状を有するものとすることができる。これにより、オンチップ
レンズ１０３に比べて屈折率の小さい低屈折率層１０４からオンチップレンズ１０３に入
射した光は、低屈折率層１０４とオンチップレンズ１０３の界面において屈折し、各オン
チップレンズ１０３に対応する光電変換素子１０６に集光される。
【００６７】
　低屈折率層１０４は、オンチップレンズ１０３上に平坦に形成される。即ち、低屈折率
層１０４によってオンチップレンズ１０３のレンズ形状（半休形状等）が埋め込まれる。
低屈折率層１０４は、少なくともオンチップレンズ１０３の屈折率より小さい屈折率を有
し、かつ光透過性を有する材料からなるものとすることができる。なお、低屈折率層１０
４とオンチップレンズ１０３の屈折率差が大きいほど、オンチップレンズ１０３によるレ
ンズ効果が大きくなり、好適である。
【００６８】
　赤外吸収層１０５は、低屈折率層１０４に積層され、撮像素子１００への入射光から赤
外成分を除去する。上記のように、低屈折率層１０４が平坦に形成されているため、赤外
吸収層１０５はオンチップレンズ１０３の形状に関わらず、一定の厚さで積層することが
可能である。赤外吸収層１０５は、赤外成分の吸収率が高く、かつ可視光の透過率が高い
材料からなるものが好適である。このような材料の詳細については後述する。
【００６９】
　赤外吸収層１０５の厚さは１μｍ以上２００μｍ以下が好適である。本実施形態に係る
撮像素子１００においては、赤外吸収層１０５の厚さがオンチップレンズ１０３と光電変
換素子１０６の距離に影響を与えないため、赤外吸収層１０５を赤外成分の除去に必要な
十分な厚さを有するものとすることが可能である。
【００７０】
　［撮像素子の動作］
　上記構成を有する撮像素子１００の動作を説明する。図２は、撮像素子１００への入射
光（入射光Ｌとして示す）を示す模式図である。同図に示すように、入射光Ｌは、赤外吸
収層１０５、低屈折率層１０４、オンチップレンズ１０３、カラーフィルタ層１０２を透
過して光電変換素子１０６に到達する。
【００７１】
　入射光Ｌは、赤外吸収層１０５によって、入射光Ｌに含まれる赤外波長帯域の成分（以
下、赤外成分）が除去され、低屈折率層１０４とオンチップレンズ１０３の界面によって
屈折し、光電変換素子１０６に向けて集光される。カラーフィルタ層１０２によって、カ
ラーフィルタ１０７の透過波長帯域以外の成分が除去され、光電変換素子１０６によって
光電変換される。
【００７２】
　［撮像素子の効果］
　本実施形態に係る撮像素子１００による効果を比較例との比較において説明する。図３
乃至図５は、比較例として従来技術に係る撮像素子を示す模式図である。
【００７３】
　図３は、比較例に係る撮像素子１０を示す模式図である。撮像素子１０は、光電変換層
１１、カラーフィルタ層１２、オンチップレンズ１３がこの順に積層されて構成されてい
る。光電変換層１１には、複数の光電変換素子１４が形成されている。同図に示すように
、撮像素子１０は、単独では赤外成分の光電変換素子１４への入射を防ぐことができない
ため、赤外カットフィルタ１５と共に撮像装置（図示せず）に実装される必要がある。赤
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外カットフィルタ１５は、赤外吸収材料からなる赤外吸収フィルタであってもよく、高屈
折率材料と低屈折率材料が交互に多数積層された多層膜フィルタであってもよい。
【００７４】
　図３に示すように、入射光Ｌは、赤外カットフィルタ１５を透過して撮像素子１０に入
射し、オンチップレンズ１３及びカラーフィルタ層１２を透過して光電変換素子１４に到
達する。ここで、上述のように赤外カットフィルタ１５は、撮像素子１０とは別途に撮像
装置に実装される必要があるが、赤外カットフィルタ１５は強度維持等のために一定の厚
さ（１～３ｍｍ程度）が必要である。したがって、赤外カットフィルタ１５によって撮像
光学系の薄型化が困難となる。
【００７５】
　これに対し、図２に示す本実施形態に係る撮像素子１００は、赤外吸収層１０５によっ
て入射光Ｌの赤外成分が除去されるため、撮像素子１００とは別に赤外カットフィルタを
設ける必要がなく、撮像光学系の薄型化が可能である。
【００７６】
　さらに、図４及び図５は、別の比較例に係る撮像素子を示す模式図である。
【００７７】
　図４に示す、比較例に係る撮像素子２０（先行技術文献の特許文献１に該当）は、光電
変換層２１、カラーフィルタ層２２、赤外吸収層２３及びオンチップレンズ２４がこの順
に積層されて構成されている。光電変換層２１には、複数の光電変換素子２５が形成され
ている。赤外吸収層２３は、赤外吸収材料からなる層である。
【００７８】
　撮像素子２０は赤外吸収層２３を有するため、上記撮像素子１０とは異なり、撮像素子
２０とは独立した赤外カットフィルタは必要なく、撮像光学系の薄型化が可能である。し
かしながら、撮像素子２０の構成では次のような問題が生じる。
【００７９】
　図４に示すように、入射光Ｌは、オンチップレンズ２４によって集光され、赤外吸収層
２３及びカラーフィルタ層２２を透過し、光電変換素子２５に到達する。ここで、オンチ
ップレンズ２４とカラーフィルタ層２２の間に形成された赤外吸収層２３の存在によって
、オンチップレンズ２４と光電変換素子２５の距離が大きくなる。赤外吸収層２３は、十
分な赤外吸収能を有するためには、一定の厚さが必要となるためである。ここで、オンチ
ップレンズ２４は光電変換素子２５との距離が大きくなるため光電変換素子２５の位置で
ちょうど集光されるようにレンズの曲率を調整している。
【００８０】
　これにより、図４に示すように、オンチップレンズ２４に角度をもって入射した入射光
Ｌが、そのオンチップレンズ２４に対応する光電変換素子２５ではなく、それに隣接する
光電変換素子２５に入射する場合が生じる。これにより、画素分解能や色分離の劣化が生
じる。
【００８１】
　図５に示す、比較例に係る撮像素子３０（先行技術文献の特許文献２に該当）は、光電
変換層３１、カラーフィルタ／赤外吸収層３２、オンチップレンズ３３がこの順に積層さ
れて構成されている。光電変換層３１には、複数の光電変換素子３４が形成されている。
カラーフィルタ／赤外吸収層３２は、カラーフィルタの機能と赤外吸収の機能を合わせ持
つ層である。
【００８２】
　撮像素子３０も、カラーフィルタ／赤外吸収層３２を有するため、撮像素子２０と同様
に撮像素子３０と独立した赤外カットフィルタは必要なく、撮像光学系の薄型化が可能で
ある。しかしながら、カラーフィルタ／赤外吸収層３２も、十分な赤外吸収能のためには
一定の厚さが必要である。このため、撮像素子２０の場合と同様に、オンチップレンズ３
３への入射光がそのオンチップレンズ３３に対応する光電変換素子３４ではなく、それに
隣接する光電変換素子３４に入射する問題が生じる。ここで、オンチップレンズ３３は光
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電変換素子３４との距離が大きくなるため光電変換素子２５の位置でちょうど集光される
ようにレンズの曲率を調整している。
【００８３】
　これに対し、図２に示す本実施形態に係る撮像素子１００においては、赤外吸収層１０
５がオンチップレンズ１０３より上層に形成されている。即ち、赤外吸収層１０５の厚さ
に関わらず、オンチップレンズ１０３と光電変換素子１０６の距離は従来構造（撮像素子
１０、図３参照）と同程度であり、上記比較例に係る撮像素子２０や撮像素子３０のよう
な、入射光Ｌが隣接する光電変換素子１０６に入射することによる問題が生じない。換言
すれば、本実施形態に係る撮像素子１００は、撮像素子１００の撮像性能（分解能等）を
低下させることなく、撮像光学系の薄型化が可能である。
【００８４】
　［赤外吸収材料について］
　上述のように撮像素子１００の赤外吸収層１０５は、赤外吸収能を有する赤外吸収材料
からなる。赤外吸収層１０５を構成する赤外吸収材料は、加熱黄変温度（赤外吸収材料が
劣化し黄色となる温度）が１８０℃以上のものが好適である。これは、撮像素子１００に
おいては、比較例に係る撮像素子１０のように赤外カットフィルタ１５が撮像素子１０と
は別途設けられる場合とは異なり、赤外吸収層１０５が撮像素子１００に含まれるためで
ある。即ち、撮像素子１００の製造プロセスあるいは動作中において、赤外吸収層１０５
が高温に曝される場合であっても黄変を生じない材料が赤外吸収材料として好適である。
【００８５】
　赤外吸収材料は、少なくとも赤外吸収色素（波長選択性吸収色素）を含むものとするこ
とができ、赤外吸収色素をバインダー樹脂に混合したものとすることもできる。また、赤
外吸収材料は、添加剤（レべリング剤、分散剤等）を含むものとすることも可能である。
【００８６】
　（赤外吸収色素）
　赤外吸収色素としては、６００ｎｍ以上１２００ｎｍ以下に極大吸収波長を有し、かつ
、その範囲のモル吸光係数が１０００Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ以上の色素が好適である。かつ、
可視領域の透過性を確保するために、色素の赤外領域と可視領域の極大吸収波長のモル吸
光係数の比が、０．１以下であるものが望ましい。
【００８７】
　赤外吸収色素は、短径１ｎｍ以上かつ長径５０ｎｍ以下の微粒子状であるものが好適で
ある。短径が１ｎｍ未満である場合、赤外吸収色素の表面積が大きくなり、酸化されやす
くなる。撮像素子１００の使用時には、赤外吸収層１０５が８０℃～１８０℃程度に加熱
されるが、それによって赤外吸収色素が酸化されると赤外吸収層１０５の赤外吸収能が損
なわれてしまう。そこで赤外吸収色素を短径１ｎｍ以上とすることにより、赤外吸収色素
の酸化を防止し、赤外吸収層１０５の熱劣化を抑制することが可能となる。
【００８８】
　また、赤外吸収色素の長径が５０ｎｍを超える場合、赤外吸収色素による光散乱が生じ
、それによる光電変換素子１４の受光量の減少やノイズが生じるおそれがある。そこで赤
外吸収色素の長径を５０ｎｍ未満とすることにより、赤外吸収色素による光散乱を防止す
ることが可能である。
【００８９】
　即ち、赤外吸収色素は短径１ｎｍ以上かつ長径５０ｎｍの微粒子状態であるものとする
ことにより、赤外吸収色素の熱劣化と赤外吸収色素による光散乱を防止することが可能で
ある。上記サイズを有する赤外吸収色素の微粒子は、ニーダーやロッキングミルを用いた
粉砕法や再結晶法により製造することが可能であり、いずれの製造方法によって微粒子状
の赤外吸収色素を製造してもよい。
【００９０】
　なお、一般に微粒子を形成する際には、微粒子の再凝集が問題となる。この対策として
、界面活性剤の添加、微粒子の表面処理（ロジン、樹脂処理）、顔料誘導体化処理等があ
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り、いずれかの方法を利用して赤外吸収色素の微粒子を形成してもよい。処理過程で用い
る添加剤については後述する。
【００９１】
　さらに、赤外吸収色素は、分解温度が１８０℃以上のものが好適である。これは、上述
のよう撮像素子１００の製造プロセスあるいは動作中において、赤外吸収層１０５が高温
に曝される場合であっても、赤外吸収色能が失われない必要があるためである。なお、後
述する添加剤によって赤外吸収色素の分解温度を向上させることも可能である。赤外吸収
材料に含まれる赤外吸収色素は、2種類以上であってもよく、撮像に適した分光特性とな
るような赤外吸収色素の組み合わせを適宜選択することができる。
【００９２】
　具体的には、赤外吸収色素は、主骨格としてジチオール錯体、アミノチオール錯体、ア
ゾ錯体、フタロシアニン、ナフタロシアニン、リン酸エステル銅錯体、ニトロソ化合物及
びその金属錯体を有するものを上げることができる。錯体の金属部分は、鉄、マグネシウ
ム、ニッケル、コバルト、銅、バナジウム、亜鉛、パラジウム、白金、チタン、インジウ
ム、スズ、クロム、スカンジウム、マンガンなどから選択することができ、かつチタニル
、バナジルなどの酸化物も選定できる。また配位部分の元素も、各種ハロゲン、アミン基
、ニトロ基、チオール基といった部位を有する有機配位子を選ぶことができる。さらにア
ルキル基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、フッ化ア
ルキル基、エーテルなどといった置換基を導入してもよい。
【００９３】
　また、赤外吸収色素として、シアニン、メロシアニンなどのメチン染料、トリアリール
メタン系、スクアリリウム、アントラキノン、ナフトキノン、クオタリレン、ペリレン、
スリチル、イモニウム、ジイモニウム、クロコニウム、オキサノール、アミニウム塩、ピ
ロロピロール誘導体、キノン誘導体及び染料レーキといった有機化合物を挙げることがで
きる。各有機化合物には、アルキル基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基、ニ
トロ基、シアノ基、フッ化アルキル基、エーテルなどといった置換基を導入してもよい。
【００９４】
　さらに、赤外吸収色素として、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide)、ＡＺＯ（Al doped zinc o
xide)、酸化タングステン、酸化アンチモン、セシウムタングステン、酸化鉄などの金属
酸化物も挙げることができる。これらの金属酸化物は、膜であっても粒子状静止物であっ
てもよい。
【００９５】
　また、赤外吸収色素として、過塩素酸イオンよりサイズもしくは式量が大きくまたは酸
化されにくいアニオン部分を有し、またはアンモニウムイオンよりサイズもしくは式量が
大きくまたは酸化されにくいカチオン部分を有する物質を利用することもできる。赤外吸
収色素として、メチン染料やジイモニウム等のレーキ化可能な色素を利用することが可能
であるが、これらの色素はアニオン部分又はカチオン部分を有する。
【００９６】
　過塩素酸イオンよりサイズもしくは式量が大きくまたは酸化されにくいアニオンとして
は、例えば、過臭素酸アニオン、過ヨウ素酸アニオン等の過酸化物アニオン、六フッ化リ
ン酸アニオン、六フッ化アンチモンアニオン、六フッ化ビスマスアニオン等のフッ化物ア
ニオン、アルキルスルホン酸アニオン誘導体、トシレート、アルキルスルホニルイミドア
ニオン誘導体、シアン系のアニオン、テトラフェニルボレートに代表されるボロン系アニ
オン、サッカリネート、アセスルファメート等を挙げることができる。アンモニウムイオ
ンよりサイズもしくは式量が大きくまたは酸化されにくいカチオンとしては、例えばアン
モニウムカチオン誘導体、イミダゾリウム誘導体、ピリジニウム誘導体、ピロリジニウム
誘導体、ホスホニウム誘導体、スルホニウム誘導体等を挙げることができる。
【００９７】
　これらのアニオン部分又はカチオン部分を有する赤外吸収色素は、アニオン部分又はカ
チオン部分が酸化されにくい。このため、撮像素子１００の使用時における赤外吸収層１
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０５の加熱による赤外吸収色素の酸化を防止し、即ち赤外吸収層１０５の熱劣化を防止す
ることが可能である。
【００９８】
　（バインダー樹脂）
　バインダー樹脂は、高分子量体であっても低分子量体であってもよい。高分子量体の場
合には分解温度が１８０℃以上で、Ｔｇ（ガラス転移温度）が１８０℃以上であるものが
好適であり、さらにＭｐ（融点）が１８０℃以上であるものがより好適である。さらに、
加熱黄変温度が１８０℃以上であるものが最も好適である。これにより、赤外吸収材料の
赤外吸収能の低下及び可視光透過性の低下を防止することが可能となる。
【００９９】
　低分子量体の場合には成膜後加熱や紫外線の照射等によって架橋し、この架橋反応後に
生じた高分子量体が、分解温度が１８０℃以上でＴｇが１８０℃以上であるものが好適で
あり、さらにＭｐが１８０℃以上であるものがより好適である。さらに、加熱黄変温度が
１８０℃以上であるものが最も好適である。これにより、赤外吸収材料の赤外吸収能の低
下及び可視光透過性の低下を防止することが可能となる。
【０１００】
　また、架橋反応が必要な場合には反応助剤となるような架橋剤や反応開始剤（例えば光
重合開始剤や熱重合開始剤）などが必要となる場合がある。これらの反応助剤は、用いる
低分子量体（モノマー）によって適宜選定されるが、高分子量体、低分子量体、反応助剤
はいずれも４００～６００ｎｍ（可視光波長帯域）に吸収極大波長を有さないものが好適
である。
【０１０１】
　バインダー樹脂の加熱黄変性が１８０℃未満の場合でも、樹脂中に酸化物微粒子を混合
し、加熱黄変性を向上させてもよい。なお、酸化物微粒子は後述する添加剤に該当する。
【０１０２】
　具体的には、バインダー樹脂として、末端構造にエポキシ、アクリル、ビニルを有する
樹脂が挙げられる。さらに、主鎖の骨格にシリコーン、ポリカーボネート、ポリエチレン
サルホン、ポリイミド、ノルボルネン、その他多官能系の重合体（3官能以上が望ましい
）、多糖類又はセルロース構造を有するものが加熱黄変性が高く、好適である。
【０１０３】
　また、バインダー樹脂として、赤外吸収色素を酸化しにくい樹脂が好適である。具体的
には、シロキサン骨格のみからなる合成樹脂またはシロキサン骨格部分及び酸素部分の反
応活性が低い部分骨格からなる合成樹脂をバインダー樹脂として利用することができる。
酸素部分の反応活性が高い有機基は例えばカルボニル基であり、酸素部分の反応活性が低
い有機基には例えばエーテル、ビニル基、アミン、アルキル基等である。したがって、シ
ロキサン骨格のみからなるシロキサンポリマーや、シロキサン骨格と酸素部分の反応活性
が低い有機基からなるシリコーン等をバインダー樹脂として利用することができる。ポリ
マー樹脂は混合又は共重合させてもよく、例えば、エポキシポリマーとジメチルポリシロ
キサンからなるグラフト共重合体等を用いてもよい。なお、バインダー樹脂としてはこれ
らのうち可視領域で透明性が高いものが特に好適である。
【０１０４】
　仮に酸素部分の反応活性が高い有機基を有する樹脂をバインダー樹脂とすると、撮像素
子１００の使用時における赤外吸収層１０５の加熱により、当該有機基の酸素が赤外吸収
色素に供与され、赤外吸収色素が酸化される。これにより赤外吸収層１０５の赤外吸収能
が損なわれる。シロキサン骨格のみからなる合成樹脂またはシロキサン骨格部分及び酸素
部分の反応活性が高い有機基を有しない部分からなる合成樹脂をバインダー樹脂として利
用することにより、バインダー樹脂による赤外吸収色素の酸化を防止し、即ち赤外吸収層
１０５の赤外吸収能の熱劣化を防止することが可能である。
【０１０５】
　（添加剤）
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　添加剤としては、レべリング剤、分散助剤（界面活性剤等）、酸化防止剤、色素の安定
化剤等を挙げることができる。これらの添加剤は、４００～６００ｎｍの可視光波長帯域
に吸収極大波長をもたないものが好適である。さらに添加剤は、分解温度が１８０℃以上
であるものが好適である。特に、赤外吸収色素の安定化剤や酸化防止剤を用いた場合には
、赤外吸収色素やバインダー樹脂の分解温度が１８０℃以下であっても、これらの添加剤
により赤外吸収材料の加熱黄変性が１８０℃以上となる場合があり、この場合は赤外吸収
色素、バインダー樹脂の分解温度が必ずしも１８０℃以上である必要はない。
【０１０６】
　また、用いる赤外吸収色素やバインダー樹脂によっては光劣化が問題になる場合がある
。このように耐光性が問題となる場合は光劣化を抑制する添加剤を利用してもよい。光劣
化を抑制する添加剤としては、一重項酸素を抑制する添加剤もしくは励起色素の安定化剤
がある。光安定化剤としては、例えば、ニッケルジチオール錯体、ニッケル錯体、銅チオ
ール錯体、コバルトチオール錯体等の金属錯体、ＴＣＮＱ（tetracyanoquinodimethane）
誘導体、フェノール系、リン系、ヒンダートアミン系、アントラセン誘導体等の光安定化
剤、酸化銅、酸化鉄等の金属酸化物微粒子が挙げられる。これらであれば特に限定されな
いが、赤外吸収色素の耐熱性や分光特性を変化させない添加剤がより望ましい。
【０１０７】
　さらに、上記のように赤外吸収色素を微粒子化する場合には、粒子の再凝集を抑制する
ため、界面活性剤を添加してもよい。界面活性剤は赤外吸収層１０５に含まれる赤外吸収
色素の表面状態によって適宜選定され、樹脂組成物中に色素を良好に分散できる機能を発
現できる物質であり、可視領域で吸収がないもの望ましい。
【０１０８】
　界面活性剤は、親水性部分がイオン性（カチオン性・アニオン性・双性）のものと非イ
オン性（ノニオン性）のものに大別される。また、その分子量によって低分子系と高分子
系に分類される。水中で解離したとき陰イオンとなる分散剤として、親水基としてカルボ
ン酸、スルホン酸、あるいはリン酸構造を持つ物質が知られている。具体的には、石鹸（
脂肪酸ナトリウム）、モノアルキル硫酸塩、アルキルポリオキシエチレン硫酸塩、アルキ
ルベンゼンスルホン酸塩、モノアルキルリン酸塩が上げられる。また、水中で解離したと
き陽イオン分散剤が知られている。
【０１０９】
　親水基としてテトラアルキルアンモニウムを持つ陽イオン系界面活性剤（カチオン性界
面活性剤）がある。具体的には、アルキルトリメチルアンモニウム塩、ジアルキルジメチ
ルアンモニウム塩、アルキルベンジルジメチルアンモニウム塩が上げられる。更に、分子
内にアニオン性部位とカチオン性部位の両方をもち、溶液のpHに応じて陽・両性・陰イオ
ンとなる。上記のそれぞれを組み合わせた構造をもつ両性界面活性剤（双性界面活性剤）
が知られている。 具他的には、アルキルジメチルアミンオキシド、アルキルカルボキシ
ベタインが上げられる。
【０１１０】
　一方、親水部が非電解質、つまりイオン化しない親水性部分を持つもので、アルキルグ
リコシド、多価アルコールエステル系や高級アルコールアルキレンオキサイド系のような
低分子系物質の非イオン性界面活性剤（ノニオン性界面活性剤）が知られている。具体的
には、脂肪酸ソルビタンエステル、アルキルポリグルコシド、脂肪酸ジエタノールアミド
、アルキルモノグリセリルエーテルが上げられる。
【０１１１】
　高分子系の分散剤としては、ポリカルボン酸系、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合
系、ポリカルボン酸アルキルエステル系等のアニオン性分散剤、ポリアルキレンポリアミ
ン系のカチオン性分散剤、あるいは、ポリエチレングリコール、ポリビニルアルコールや
ポリエーテル系のような非イオン性（ノニオン性）分散剤が上げられる。この中でもブリ
ードなどの減少が起こりにくい高分子系の界面活性剤を添加することがより望ましい。
【０１１２】
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　以上のように、赤外吸収層１０５となる赤外吸収材料は、赤外吸収色素とバインダー樹
脂及びこれらに任意的に添加される添加剤からなるものとすることができる。なお、赤外
吸収層１０５は、下層である低屈折率層１０４に十分な密着性をもって密着する必要があ
り、かつ、加熱によりクラック、白濁、はがれなどが生じない必要がある。赤外吸収層１
０５の密着性は赤外吸収色素単一の場合にはその色素材料の密着性に依存し、バインダー
樹脂が赤外吸収材料の主成分となる場合には、バインダー樹脂の密着性に依存する。また
、赤外吸収色素もしくはバインダー樹脂で十分な密着性をとれない場合には、添加剤を用
いて密着性を向上させてもよい。
【０１１３】
　赤外吸収層１０５は、上述した赤外吸収材料を、蒸着法、スパッタ法、塗布法等の成膜
方法によって低屈折率層１０４上に成膜することによって形成することが可能である。特
に、赤外吸収層１０５の厚さを均一に形成することができる成膜方法が好適である。
【０１１４】
　［赤外カットフィルタとの組み合わせについて］
　本実施形態に係る撮像素子１００は、赤外カットフィルタと共に利用することも可能で
ある。図６は、撮像素子１００と共に実装された赤外カットフィルタ１５０を示す模式図
である。同図に示すように、赤外カットフィルタ１５０は、多層膜赤外カットフィルタで
あるものとすることができる。
【０１１５】
　具体的には、赤外カットフィルタ１５０は、支持基板１５１の両面に、多層膜１５２が
成膜されたものとすることができる。多層膜１５２は、高屈折率材料からなる層と低屈折
率材料からなる層が交互に積層されたものとすることができ、これらの層間における光の
干渉により赤外成分のみを反射させ、可視光を透過させるものである。なお、赤外カット
フィルタ１５０は、多層膜赤外カットフィルタに限られず、他の原理により赤外成分を除
去できるものであってもよい。
【０１１６】
　撮像素子１００を赤外カットフィルタ１５０と共に利用することにより、撮像素子１０
０の赤外吸収層１０５と赤外カットフィルタ１５０によって、互いの透過波長帯域を補う
ことが可能となる（後述）。また、赤外除去量を両者で分担することができるため、赤外
吸収層１０５の薄型化も可能である。
【０１１７】
　（第２の実施形態）
　本技術の第２の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素子
は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装されるも
のとすることが可能である。
【０１１８】
　［撮像素子の構造］
　図７は、本実施形態に係る撮像素子２００を示す模式図である。同図に示すように、撮
像素子２００は、光電変換層２０１、カラーフィルタ層２０２、オンチップレンズ２０３
、低屈折率層２０４、赤外吸収層２０５及び反射防止層２０８が積層されて構成されてい
る。
【０１１９】
　光電変換層２０１、カラーフィルタ層２０２、オンチップレンズ２０３、低屈折率層２
０４及び赤外吸収層２０５は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることがで
きる。光電変換層２０１には、複数の光電変換素子２０６が形成されている。カラーフィ
ルタ層２０２は、各光電変換素子２０６に対応する赤色カラーフィルタ２０７Ｒ、緑色カ
ラーフィルタ２０７Ｇ、青色カラーフィルタ２０７Ｂ（以下、これらをカラーフィルタ２
０７と総称する）を有する。
【０１２０】
　反射防止層２０８は、撮像素子２００の最上層として、赤外吸収層２０５に積層され、
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上方側からの入射光及び下層（赤外吸収層２０５）側からの入射光の反射を防止する。撮
像素子２００への入射光は、反射防止層２０８、赤外吸収層２０５及び低屈折率層２０４
を透過し、オンチップレンズ２０３によって集光され、カラーフィルタ層２０２を透過し
て光電変換素子２０６に到達する。ここで、各層の界面において入射光の一部が反射され
、反射光となって上層側に進行する場合がある。
【０１２１】
　仮に、反射防止層２０８が設けられないとすると、下層側からの反射光が赤外吸収層２
０５と空気の界面において再び反射されて別の光電変換素子２０６に入射し、画素分解能
の低下等を生じるおそれがある。ここで、反射防止層２０８により、反射光が空気と赤外
吸収層２０５の界面において再び反射されることを防止することによって、反射光が別の
光電変換素子２０６に到達することを防止することが可能となる。
【０１２２】
　反射防止層２０８は、空気と赤外吸収層２０５の界面で生じる光反射率を下げる任意の
材料からなるものとすることができる。また、反射防止層２０８を、酸素を遮蔽すること
が可能な材料からなるものとすることにより、赤外吸収層２０５への酸素の到達を防止し
、赤外吸収層２０５に含まれる赤外吸収色素の酸化を防止するものとしてもよい。さらに
、反射防止層２０８を物理的あるいは化学的に強度が高い材料からなるものとすることに
より、下層の物理的あるいは化学的な損傷も防止するものとしてもよい。
【０１２３】
　（第３の実施形態）
　本技術の第３の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素子
は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装されるも
のとすることが可能である。
【０１２４】
　［撮像素子の構造］
　図８は、本実施形態に係る撮像素子１５００を示す模式図であり、図８（ａ）は撮像素
子１５００の中央部、図８（ｂ）は撮像素子１５００の端部(外周部)を示す。これらの図
に示すように、撮像素子１５００は、光電変換層１５０１、カラーフィルタ層１５０２、
オンチップレンズ１５０３、低屈折率層１５０４、赤外吸収層１５０５及び保護層１５０
８が積層されて構成されている。
【０１２５】
　光電変換層１５０１、カラーフィルタ層１５０２、オンチップレンズ１５０３、低屈折
率層１５０４及び赤外吸収層１５０５は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとす
ることができる。光電変換層１５０１には、複数の光電変換素子１５０６が形成されてい
る。カラーフィルタ層１５０２は、各光電変換素子１５０６に対応する赤色カラーフィル
タ１５０７Ｒ、緑色カラーフィルタ１５０７Ｇ、青色カラーフィルタ１５０７Ｂ（以下、
これらをカラーフィルタ１５０７と総称する）を有する。
【０１２６】
　保護層１５０８は、赤外吸収層１５０５に積層され、酸素及び水分を遮蔽し、もしくは
物理的なダメージを抑制する。保護層１５０８が酸素を遮蔽することにより、酸素が赤外
吸収層１５０５に到達することが防止され、赤外吸収層１５０５に含まれる赤外吸収色素
の酸化が防止される。
【０１２７】
　保護層１５０８は、酸素を遮蔽することが可能な材料、酸化銀（I）（Ａｇ２Ｏ）、一
酸化銀（ＡｇＯ）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、フッ化アルミニウム（ＡｌＦ３）
、フッ化バリウム（ＢａＦ２）、酸化セリウム（IV）（ＣｅＯ２）、酸化クロム（III）
（Ｃｒ２Ｏ３）、硫化クロム（III）（Ｃｒ２Ｓ３）、フッ化ガドリニウム（ＧｄＦ３）
、酸化ハフニウム（IV）（ＨｆＯ２）、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、フッ化ランタン
（ＬａＦ３）、ニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３）、フッ化マグネシウム（ＭｇＦ２）、
酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム（Ｎａ３ＡｌＦ６）
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、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）、ニクロム（Ｎｉ－Ｃｒ）、ニクロムの窒化物（ＮｉＣｒ
Ｎｘ）、窒素酸化物（ＯｘＮｙ）、窒化シリコン（ＳｉＮ４）、酸化シリコン（ＳｉＯ）
、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）、五酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）、三酸化チタン（Ｔｉ２

Ｏ３）、五酸化チタン（Ｔｉ３Ｏ５）、酸化チタン（ＴｉＯ）、二酸化チタン（ＴｉＯ２

）、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）、フッ化イットリウム
（ＹＦ３）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、二酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、酸化インジウム（
Ｉｎ２Ｏ３）などにより形成することができる。もちろん、この他であってもよい。
【０１２８】
　保護層１５０８は、酸素を遮蔽するに十分な厚み、例えば３００ｎｍ程度の厚みを有す
るものとすることができる。また、保護層１５０８は、高い光透過性を有するものが好適
である。さらに、保護層１５０８を酸素を遮蔽し、かつ物理的あるいは化学的に強度が高
い材料からなるものとすることにより、保護層１５０８が酸素の遮蔽に加え、下層の物理
的あるいは化学的な損傷も防止するものとしてもよい。
【０１２９】
　保護層１５０８は、図８（ｂ）に示すように、撮像素子１５００の端部（外周部）にお
いては、赤外吸収層１５０５の側面上にも形成されているものとすることができる。これ
により、赤外吸収層１５０５の側面への酸素の到達も防止することが可能である。
【０１３０】
　（第４の実施形態）
　本技術の第４の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素子
は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装されるも
のとすることが可能である。
【０１３１】
　［撮像素子の構造］
　図９は、本実施形態に係る撮像素子１６００を示す模式図であり、図９（ａ）は撮像素
子１６００の中央部、図９（ｂ）は撮像素子１５００の端部(外周部)を示す。図９（ａ）
に示すように、撮像素子１６００は、光電変換層１６０１、カラーフィルタ層１６０２、
オンチップレンズ１６０３、低屈折率層１６０４、赤外吸収層１６０５、保護層１６０８
及び反射防止層１６０９が積層されて構成されている。
【０１３２】
　光電変換層１６０１、カラーフィルタ層１６０２、オンチップレンズ１６０３、低屈折
率層１６０４及び赤外吸収層１６０５は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとす
ることができる。光電変換層１６０１には、複数の光電変換素子１６０６が形成されてい
る。カラーフィルタ層１６０２は、各光電変換素子１６０６に対応する赤色カラーフィル
タ１６０７Ｒ、緑色カラーフィルタ１６０７Ｇ、青色カラーフィルタ１６０７Ｂ（以下、
これらをカラーフィルタ１６０７と総称する）を有する。
【０１３３】
　保護層１６０８は、赤外吸収層１６０５に積層され、酸素及び水分を遮蔽し、もしくは
物理的なダメージを抑制する。保護層１６０８が酸素を遮蔽することにより、酸素が赤外
吸収層１６０５に到達することが防止され、赤外吸収層１６０５に含まれる赤外吸収色素
の酸化が防止される。
【０１３４】
　保護層１６０８は、酸素を遮蔽することが可能な材料、酸化銀（I）（Ａｇ２Ｏ）、一
酸化銀（ＡｇＯ）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、フッ化アルミニウム（ＡｌＦ３）
、フッ化バリウム（ＢａＦ２）、酸化セリウム（IV）（ＣｅＯ２）、酸化クロム（III）
（Ｃｒ２Ｏ３）、硫化クロム（III）（Ｃｒ２Ｓ３）、フッ化ガドリニウム（ＧｄＦ３）
、酸化ハフニウム（IV）（ＨｆＯ２）、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、フッ化ランタン
（ＬａＦ３）、ニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３）、フッ化マグネシウム（ＭｇＦ２）、
酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム（Ｎａ３ＡｌＦ６）
、五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）、ニクロム（Ｎｉ－Ｃｒ）、ニクロムの窒化物（ＮｉＣｒ
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Ｎｘ）、窒素酸化物（ＯｘＮｙ）、窒化シリコン（ＳｉＮ４）、酸化シリコン（ＳｉＯ）
、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）、五酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）、三酸化チタン（Ｔｉ２

Ｏ３）、五酸化チタン（Ｔｉ３Ｏ５）、酸化チタン（ＴｉＯ）、二酸化チタン（ＴｉＯ２

）、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）、フッ化イットリウム
（ＹＦ３）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、二酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、酸化インジウム（
Ｉｎ２Ｏ３）などにより形成することができる。もちろん、この他であってもよい。
【０１３５】
　保護層１６０８は、酸素を遮蔽するに十分な厚み、例えば３００ｎｍ程度の厚みを有す
るものとすることができる。また保護層１６０８は、高い光透過性を有するものが好適で
ある。
【０１３６】
　保護層１６０８は、図９（ｂ）に示すように、撮像素子１６００の端部（外周部）にお
いては、赤外吸収層１６０５の側面上にも形成されているものとすることができる。これ
により、赤外吸収層１６０５の側面への酸素の到達も防止することが可能である。
【０１３７】
　反射防止層１６０９は、撮像素子１６００の最上層として、保護層１６０８に積層され
、上方側からの入射光及び下層（赤外吸収層１６０５）側からの入射光の反射を防止する
。反射防止層１６０９は、空気と赤外吸収層１６０５の界面で生じる光反射率を下げる任
意の材料からなるものとすることができる。また反射防止層１６０９を、物理的あるいは
化学的に強度が高い材料からなるものとすることにより、下層の物理的あるいは化学的な
損傷も防止するものとしてもよい。
【０１３８】
　（第５の実施形態）
　本技術の第５の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素子
は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装されるも
のとすることが可能である。
【０１３９】
　［撮像素子の構造］
　図１０は、本実施形態に係る撮像素子３００を示す模式図である。同図に示すように、
撮像素子３００は、光電変換層３０１、カラーフィルタ層３０２、オンチップレンズ３０
３、低屈折率層３０４、赤外吸収層３０５、保護層３０８及びバンドパス層３０９が積層
されて構成されている。
【０１４０】
　光電変換層３０１、カラーフィルタ層３０２、オンチップレンズ３０３、低屈折率層３
０４及び赤外吸収層３０５は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることがで
きる。光電変換層３０１には、複数の光電変換素子３０６が形成されている。カラーフィ
ルタ層３０２は、各光電変換素子３０６に対応する赤色カラーフィルタ３０７Ｒ、緑色カ
ラーフィルタ３０７Ｇ、青色カラーフィルタ３０７Ｂ（以下、これらをカラーフィルタ３
０７と総称する）を有する。
【０１４１】
　保護層３０８は、赤外吸収層３０５に積層され、酸素及び水分を遮蔽し、もしくは物理
的なダメージを抑制する。これにより、図１０に示すように、赤外吸収層３０５上に、保
護層３０８を介してバンドパス層３０９を積層することが可能となる。なお、バンドパス
層３０９の積層方法によっては保護層３０８は設けられなくてもよい。
【０１４２】
　保護層３０８は、酸素を遮蔽することが可能な材料、酸化銀（I）（Ａｇ２Ｏ）、一酸
化銀（ＡｇＯ）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、フッ化アルミニウム（ＡｌＦ３）、
フッ化バリウム（ＢａＦ２）、酸化セリウム（IV）（ＣｅＯ２）、酸化クロム（III）（
Ｃｒ２Ｏ３）、硫化クロム（III）（Ｃｒ２Ｓ３）、フッ化ガドリニウム（ＧｄＦ３）、
酸化ハフニウム（IV）（ＨｆＯ２）、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、フッ化ランタン（
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ＬａＦ３）、ニオブ酸リチウム（ＬｉＮｂＯ３）、フッ化マグネシウム（ＭｇＦ２）、酸
化マグネシウム（ＭｇＯ）、ヘキサフルオロアルミン酸ナトリウム（Ｎａ３ＡｌＦ６）、
五酸化ニオブ（Ｎｂ２Ｏ５）、ニクロム（Ｎｉ－Ｃｒ）、ニクロムの窒化物（ＮｉＣｒＮ

ｘ）、窒素酸化物（ＯｘＮｙ）、窒化シリコン（ＳｉＮ４）、酸化シリコン（ＳｉＯ）、
二酸化シリコン（ＳｉＯ２）、五酸化タンタル（Ｔａ２Ｏ５）、三酸化チタン（Ｔｉ２Ｏ

３）、五酸化チタン（Ｔｉ３Ｏ５）、酸化チタン（ＴｉＯ）、二酸化チタン（ＴｉＯ２）
、酸化タングステン（ＷＯ３）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３）、フッ化イットリウム（
ＹＦ３）、硫化亜鉛（ＺｎＳ）、二酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）、酸化インジウム（Ｉ
ｎ２Ｏ３）などにより形成することができる。もちろん、この他であってもよい。
【０１４３】
　バンドパス層３０９は、保護層３０８に積層され、入射光に含まれる紫色の光の一部も
しくは全部とそれより短波長の光、もしくは赤外光、もしくはその両方を除去する。バン
ドパス層３０９は、高屈折率材料からなる層と低屈折率材料からなる層が交互に積層され
たものとすることができ、これらの層間における光の干渉により紫色の光の一部もしくは
全部とそれより短波長の光、もしくは赤外光、もしくはその両方を反射させ、可視光を透
過させるものとすることが可能である。
【０１４４】
　撮像素子３００は、バンドパス層３０９に加え、赤外吸収層３０５を具備するが、本実
施形態においては両者によって、赤外成分の光電変換素子３０６への到達を防止すること
が可能である。また、バンドパス層３０９によって、紫色の光の一部もしくは全部とそれ
より短波長の光を除去することも可能である。
【０１４５】
　図１１乃至図１３は、バンドパス層３０９と赤外吸収層３０５による透過分光特性を示
すグラフである。図１１は、赤外吸収層３０５のみの透過長帯域Ａ１と光電変換素子３０
６の分光感度特性であり、赤外吸収層３０５の透過波長帯域に含まれる光（図中斜線部）
が赤外吸収層３０５によって吸収されず、光電変換素子３０６によって検出されることを
示す。
【０１４６】
　図１２は、バンドパス層３０９のみの透過波長帯域Ａ２と光電変換素子３０６の分光感
度特性を示す。図１２（ａ）は、撮像素子３００への光入射角度が０°（層に垂直方向）
の場合であり、図１２（ｂ）は同入射角度が３０°（層に垂直方向から３０°）の場合で
ある。図１２（ａ）と図１２（ｂ）に示すように、バンドパス層３０９は、光の入射角度
よって透過波長帯域Ａ２が短波長側へシフトする。これは、バンドパス層３０９が多層膜
による光の干渉を利用しており、入射角度によって光路長が変化するためである。
【０１４７】
　このため、仮にバンドパス層３０９のみによって赤外成分を除去する場合、次のような
問題が生じる。近年、撮像装置の薄型化によって、撮像レンズの焦点距離が短くなる傾向
があり、焦点距離の短い撮像レンズでは、射出瞳距離も短くなるため、画角中心（光電変
換層３０１の中心）に比べて画角周辺（光電変換層３０１の周縁）の入射角度が大きくな
る。このため、光電変換素子３０６における光電変換層３０１の位置によって、バンドパ
ス層３０９による透過波長が異なり、撮像画像の位置によって色再現性が異なる面内均一
性の劣化が生じることになる。
【０１４８】
　一方、図１３は、赤外吸収層３０５の透過波長帯域Ａ１（Ａ１は長波長側で透過率を有
することがある）、バンドパス層３０９の透過波長帯域Ａ２及び光電変換素子３０６の分
光特性を示す。図１３（ａ）は、撮像素子３００への光入射角度が０°（層に垂直方向）
の場合であり、図１３（ｂ）は同入射角度が３０°（層に垂直方向から３０°）の場合で
ある。図１３（ａ）及び図１３（ｂ）に示すように、撮像素子３００への光入射角度の相
違によって、バンドパス層３０９の透過波長帯域Ａ２のシフトが生じたとしても、赤外吸
収層３０５の透過波長帯域Ａ１によって透過波長帯域を維持することが可能となる。
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【０１４９】
　以上のように、本実施形態に係る撮像素子３００は、バンドパス層３０９と赤外吸収層
３０５を併用することによって、光入射角度による透過波長帯域の変動を防止することが
可能である。さらに、バンドパス層３０９によって所定量の赤外成分を除去することが可
能であるため、赤外吸収層３０５の厚さを薄くすることも可能である。
【０１５０】
　（第６の実施形態）
　本技術の第６の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素子
は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装されるも
のとすることが可能である。
【０１５１】
　［撮像素子の構造］
　図１４は、本実施形態に係る撮像素子４００を示す模式図である。同図に示すように、
撮像素子４００は、光電変換層４０１、カラーフィルタ層４０２、オンチップレンズ４０
３、低屈折率層４０４、赤外吸収層４０５、接着層４０８、支持基板４０９及びバンドパ
ス層４１０が積層されて構成されている。
【０１５２】
　光電変換層４０１、カラーフィルタ層４０２、オンチップレンズ４０３、低屈折率層４
０４及び赤外吸収層４０５は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることがで
きる。光電変換層４０１には、複数の光電変換素子４０６が形成されている。カラーフィ
ルタ層４０２は、各光電変換素子４０６に対応する赤色カラーフィルタ４０７Ｒ、緑色カ
ラーフィルタ４０７Ｇ、青色カラーフィルタ４０７Ｂ（以下、これらをカラーフィルタ４
０７と総称する）を有する。
【０１５３】
　接着層４０８は、赤外吸収層４０５に積層され、赤外吸収層４０５と支持基板４０９を
接着する。接着層４０８は接着性を有する任意の材料、例えば合成樹脂からなるものとす
ることができ、光透過性の高いものが好適である。また、接着層４０８はさらに赤外吸収
能を有していてもよい。この場合、接着層４０８は、上記赤外吸収材料（赤外吸収層１０
５の説明で記載した赤外吸収材料）を含有するものとすることができる。
【０１５４】
　支持基板４０９は、接着層４０８に積層され、バンドパス層４１０を支持する。支持基
板４０９はある程度の強度を有する板状部材とすることができ、光透過性の高い材料、例
えばガラスからなるものとすることができる。
【０１５５】
　バンドパス層４１０は、支持基板４０９に積層され、紫色の光の一部もしくは全部とそ
れより短波長の光、もしくは赤外光、もしくはその両方を除去する。バンドパス層４１０
は、第５の実施形態と同様に高屈折率材料と低屈折率材料が交互に積層された構造とする
ことができる。
【０１５６】
　このような構成により、撮像素子４００は、支持基板４０９上にバンドパス層４１０を
成膜したものと、光電変換層４０１から赤外吸収層４０５までの積層体を別々に作成し、
接着層４０８によって両者を接着して作成することが可能である。一般的な撮像素子の製
造装置は、多層膜を成膜する機能を備えていないことが多く、多層膜を備える撮像素子を
一般的な撮像素子の製造装置で作成することは困難である。
【０１５７】
　ここで、本実施形態に係る撮像素子４００の構成とすることにより、バンドパス層４１
０の作製と、下層の積層体（光電変換層４０１から赤外吸収層４０５まで）の作製を別プ
ロセスによって行うことが可能となる。これにより、製造装置の新規導入や大幅な改造を
行うことなく、既存の製造装置と多層膜成膜装置を利用して撮像素子４００を製造するこ
とが可能である。
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【０１５８】
　（第７の実施形態）
　本技術の第７の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素子
は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装されるも
のとすることが可能である。
【０１５９】
　［撮像素子の構造］
　図１５は、本実施形態に係る撮像素子５００を示す模式図である。同図に示すように、
撮像素子５００は、光電変換層５０１、カラーフィルタ／赤外吸収層５０２、オンチップ
レンズ５０３、低屈折率層５０４、赤外吸収層５０５が積層されて構成されている。
【０１６０】
　光電変換層５０１、オンチップレンズ５０３、低屈折率層５０４及び赤外吸収層５０５
は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることができる。光電変換層５０１に
は、複数の光電変換素子５０６が形成されている。
【０１６１】
　カラーフィルタ／赤外吸収層５０２は光電変換層５０１に積層され、カラーフィルタの
機能に加え、赤外吸収能を有する。具体的には、各光電変換素子５０６に対応する各色の
カラーフィルタに、第１の実施形態において説明したような赤外吸収色素を混合したもの
とすることができる。図１５に示すようにカラーフィルタ／赤外吸収層５０２は、赤色カ
ラーフィルタ／赤外吸収体５０７Ｒ、緑色カラーフィルタ／赤外吸収体５０７Ｇ、青色カ
ラーフィルタ／赤外吸収体５０７Ｂを有するものとすることができ、以下、これらをカラ
ーフィルタ／赤外吸収体５０７と総称する。なお、カラーフィルタ／赤外吸収体５０７の
透過色は上記３色に限られない。
【０１６２】
　撮像素子５００は、赤外吸収層５０５に加え、カラーフィルタ／赤外吸収層５０２によ
っても入射光の赤外成分を除去することが可能である。これにより、いずれか一方のみが
設けられている場合に比べ、それぞれの厚さを薄くすることが可能である。
【０１６３】
　上述した比較例に係る撮像素子３０（図５参照）のように、カラーフィルタ／赤外吸収
層３２のみが赤外成分の除去を担う場合には、その厚さが大きくならざるを得ず、入射光
が他の光電変換素子に入射する問題が生じる。これに対し、本実施形態に係る撮像素子５
００においては、カラーフィルタ／赤外吸収層５０２の厚さを大きくする必要がなく、入
射光が他の光電変換素子５０６に入射する問題が生じない。加えて、撮像素子５００は、
赤外吸収層５０５とカラーフィルタ／赤外吸収層５０２の二つの赤外吸収層によって、入
射光の赤外成分を十分に除去することが可能である。
【０１６４】
　（第８の実施形態）
　本技術の第８の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素子
は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装されるも
のとすることが可能である。
【０１６５】
　［撮像素子の構造］
　図１６は、本実施形態に係る撮像素子６００を示す模式図である。同図に示すように、
撮像素子６００は、光電変換層６０１、カラーフィルタ層６０２、オンチップレンズ６０
３、低屈折率層６０４、赤外吸収層６０５及びバンドパス層６０８が積層されて構成され
ている。
【０１６６】
　光電変換層６０１、カラーフィルタ層６０２、オンチップレンズ６０３、低屈折率層６
０４及び赤外吸収層６０５は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることがで
きる。光電変換層６０１には、複数の光電変換素子６０６が形成されている。カラーフィ
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ルタ層６０２は、各光電変換素子６０６に対応する赤色カラーフィルタ６０７Ｒ、緑色カ
ラーフィルタ６０７Ｇ、青色カラーフィルタ６０７Ｂ（以下、これらをカラーフィルタ６
０７と総称する）を有する。
【０１６７】
　バンドパス層６０８は、第５の実施形態と同様の構成を有し、赤外吸収層６０５に積層
されている。本実施形態に係る撮像素子６００は、赤外吸収層６０５とバンドパス層６０
８の両者によって、入射光の赤外成分を除去することが可能である。また、バンドパス層
６０８は、紫色の光の一部もしくは全部とそれより短波長の光を除去することも可能であ
る。
【０１６８】
　（第９の実施形態）
　本技術の第９の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素子
は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装されるも
のとすることが可能である。
【０１６９】
　［撮像素子の構造］
　図１７は、本実施形態に係る撮像素子７００を示す模式図である。同図に示すように、
撮像素子７００は、光電変換層７０１、カラーフィルタ層７０２、オンチップレンズ７０
３、低屈折率層７０４、バンドパス層７０８及び赤外吸収層７０５が積層されて構成され
ている。
【０１７０】
　光電変換層７０１、カラーフィルタ層７０２、オンチップレンズ７０３、低屈折率層７
０４及び赤外吸収層７０５は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることがで
きる。光電変換層７０１には、複数の光電変換素子７０６が形成されている。カラーフィ
ルタ層７０２は、各光電変換素子７０６に対応する赤色カラーフィルタ７０７Ｒ、緑色カ
ラーフィルタ７０７Ｇ、青色カラーフィルタ７０７Ｂ（以下、これらをカラーフィルタ７
０７と総称する）を有する。
【０１７１】
　バンドパス層７０８は、第５の実施形態と同様の構成を有し、低屈折率層７０４に積層
されている。このような構成によっても、赤外吸収層７０５とバンドパス層７０８によっ
て、入射光の赤外成分を除去することが可能である。また、バンドパス層７０８は、紫色
の光の一部もしくは全部とそれより短波長の光を除去することも可能である。
【０１７２】
　（第１０の実施形態）
　本技術の第１０の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素
子は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装される
ものとすることが可能である。
【０１７３】
　［撮像素子の構造］
　図１８は、本実施形態に係る撮像素子８００を示す模式図である。同図に示すように、
撮像素子８００は、光電変換層８０１、カラーフィルタ層８０２、オンチップレンズ８０
３、低屈折率層８０４、接着層８０８、赤外吸収層８０５及び支持基板８０９が積層され
て構成されている。
【０１７４】
　光電変換層８０１、カラーフィルタ層８０２、オンチップレンズ８０３及び低屈折率層
８０４は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることができる。光電変換層８
０１には、複数の光電変換素子８０６が形成されている。カラーフィルタ層８０２は、各
光電変換素子８０６に対応する赤色カラーフィルタ８０７Ｒ、緑色カラーフィルタ８０７
Ｇ、青色カラーフィルタ８０７Ｂ（以下、これらをカラーフィルタ８０７と総称する）を
有する。
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【０１７５】
　接着層８０８は、低屈折率層８０４に積層され、赤外吸収層８０５を低屈折率層８０４
に接着する。接着層８０８は接着性を有する任意の材料、例えば合成樹脂からなるものと
することができ、光透過性の高いものが好適である。また、接着層８０８はさらに赤外吸
収能を有していてもよい。この場合、接着層８０８は、上記赤外吸収材料（赤外吸収層１
０５の説明で記載した赤外吸収材料）を含有するものとすることができる。
【０１７６】
　支持基板８０９は、赤外吸収層８０５を支持する。支持基板８０９はある程度の強度を
有する板状部材とすることができ、光透過性の高い材料、例えばガラスからなるものとす
ることができる。
【０１７７】
　赤外吸収層８０５は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることができる。
ここで、本実施形態においては、赤外吸収層８０５は、撮像素子８００の製造プロセスに
おいて支持基板８０９に積層され、支持基板８０９と共に接着層８０８によって下層構造
（光電変換層８０１から低屈折率層８０４まで）に接着されるものとすることができる。
これにより、撮像素子の下層構造と赤外吸収層８０５を別の製造プロセス（製造装置）に
おいて作製することが可能となる。
【０１７８】
　（第１１の実施形態）
　本技術の第１１の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素
子は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装される
ものとすることが可能である。
【０１７９】
　［撮像素子の構造］
　図１９は、本実施形態に係る撮像素子９００を示す模式図である。同図に示すように、
撮像素子９００は、光電変換層９０１、カラーフィルタ層９０２、オンチップレンズ９０
３、低屈折率層９０４、接着層９０８、赤外吸収層９０５、バンドパス層９０９及び支持
基板９１０が積層されて構成されている。
【０１８０】
　光電変換層９０１、カラーフィルタ層９０２、オンチップレンズ９０３及び低屈折率層
９０４は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることができる。光電変換層９
０１には、複数の光電変換素子９０６が形成されている。カラーフィルタ層９０２は、各
光電変換素子９０６に対応する赤色カラーフィルタ９０７Ｒ、緑色カラーフィルタ９０７
Ｇ、青色カラーフィルタ９０７Ｂ（以下、これらをカラーフィルタ９０７と総称する）を
有する。
【０１８１】
　接着層９０８は、低屈折率層９０４に積層され、赤外吸収層９０５を低屈折率層９０４
に接着する。接着層９０８は接着性を有する任意の材料、例えば合成樹脂からなるものと
することができ、光透過性の高いものが好適である。また、接着層９０８はさらに赤外吸
収能を有していてもよい。この場合、接着層９０８は、上記赤外吸収材料（赤外吸収層１
０５の説明で記載した赤外吸収材料）を含有するものとすることができる。
【０１８２】
　バンドパス層９０９は、第５の実施形態と同様の構成を有し、赤外吸収層９０５に積層
されている。このような構成によっても、赤外吸収層９０５とバンドパス層９０９によっ
て、入射光の赤外成分を除去することが可能である。また、バンドパス層９０９は、紫色
の光の一部もしくは全部とそれより短波長の光を除去することも可能である。
【０１８３】
　支持基板９１０は、バンドパス層９０９及び赤外吸収層９０５を支持する。支持基板９
１０はある程度の強度を有する板状部材とすることができ、光透過性の高い材料、例えば
ガラスからなるものとすることができる。
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【０１８４】
　バンドパス層９０９及び赤外吸収層９０５は、撮像素子９００の製造プロセスにおいて
支持基板９１０に積層されるものとすることができる。具体的には、まず支持基板９１０
にバンドパス層９０９が積層され、その上に赤外吸収層９０５が積層されるものとするこ
とができる。
【０１８５】
　本実施形態においては、支持基板９１０上にバンドパス層９０９及び赤外吸収層９０５
が積層された積層体が、接着層９０８によって下層構造（光電変換層９０１から低屈折率
層９０４まで）に接着されるものとすることができる。これにより、撮像素子９００の下
層構造とバンドパス層９０９及び赤外吸収層９０５を別の製造プロセス（製造装置）にお
いて作製することが可能となる。
【０１８６】
　（第１２の実施形態）
　本技術の第１２の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素
子は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装される
ものとすることが可能である。
【０１８７】
　［撮像素子の構造］
　図２０は、本実施形態に係る撮像素子１０００を示す模式図である。同図に示すように
、撮像素子１０００は、光電変換層１００１、カラーフィルタ層１００２、オンチップレ
ンズ１００３、低屈折率層１００４、接着層１００８、バンドパス層１００９、赤外吸収
層１００５及び支持基板１０１０が積層されて構成されている。
【０１８８】
　光電変換層１００１、カラーフィルタ層１００２、オンチップレンズ１００３及び低屈
折率層１００４は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることができる。光電
変換層１００１には、複数の光電変換素子１００６が形成されている。カラーフィルタ層
１００２は、各光電変換素子１００６に対応する赤色カラーフィルタ１００７Ｒ、緑色カ
ラーフィルタ１００７Ｇ、青色カラーフィルタ１００７Ｂ（以下、これらをカラーフィル
タ１００７と総称する）を有する。
【０１８９】
　接着層１００８は、低屈折率層１００４に積層され、バンドパス層１００９を低屈折率
層１００４に接着する。接着層１００８は接着性を有する任意の材料、例えば合成樹脂か
らなるものとすることができ、光透過性の高いものが好適である。また、接着層１００８
はさらに赤外吸収能を有していてもよい。この場合、接着層１００８は、上記赤外吸収材
料（赤外吸収層１０５の説明で記載した赤外吸収材料）を含有するものとすることができ
る。
【０１９０】
　バンドパス層１００９は、第５の実施形態と同様の構成を有し、接着層１００８に積層
されている。このような構成によっても、赤外吸収層１００５とバンドパス層１００９に
よって、入射光の赤外成分を除去することが可能である。また、バンドパス層１００９は
、紫色の光の一部もしくは全部とそれより短波長の光を除去することも可能である。
【０１９１】
　支持基板１０１０は、赤外吸収層１００５及びバンドパス層１００９を支持する。支持
基板１０１０はある程度の強度を有する板状部材とすることができ、光透過性の高い材料
、例えばガラスからなるものとすることができる。
【０１９２】
　赤外吸収層１００５及びバンドパス層１００９は、撮像素子１０００の製造プロセスに
おいて支持基板１０１０に積層されるものとすることができる。具体的には、まず支持基
板１０１０に赤外吸収層１００５が積層され、その上にバンドパス層１００９が積層され
るものとすることができる。
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【０１９３】
　本実施形態においては、支持基板１０１０上に赤外吸収層１００５及びバンドパス層１
００９が積層された積層体が、接着層１００８によって下層構造（光電変換層１００１か
ら低屈折率層１００４まで）に接着されるものとすることができる。これにより、撮像素
子の下層構造と赤外吸収層１００５及びバンドパス層１００９を別の製造プロセス（製造
装置）において作製することが可能となる。
【０１９４】
　（第１３の実施形態）
　本技術の第１３の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素
子は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装される
ものとすることが可能である。
【０１９５】
　［撮像素子の構造］
　図２１は、本実施形態に係る撮像素子１１００を示す模式図である。同図に示すように
、撮像素子１１００は、光電変換層１１０１、カラーフィルタ層１１０２、オンチップレ
ンズ１１０３、低屈折率層１１０４、接着層１１０８、赤外吸収層１１０５、支持基板１
１１０及びバンドパス層１１０９が積層されて構成されている。
【０１９６】
　光電変換層１１０１、カラーフィルタ層１１０２、オンチップレンズ１１０３及び低屈
折率層１１０４は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることができる。光電
変換層１１０１には、複数の光電変換素子１１０６が形成されている。カラーフィルタ層
１１０２は、各光電変換素子１１０６に対応する赤色カラーフィルタ１１０７Ｒ、緑色カ
ラーフィルタ１１０７Ｇ、青色カラーフィルタ１１０７Ｂ（以下、これらをカラーフィル
タ１１０７と総称する）を有する。
【０１９７】
　接着層１１０８は、低屈折率層１１０４に積層され、赤外吸収層１１０５を低屈折率層
１１０４に接着する。接着層１１０８は接着性を有する任意の材料、例えば合成樹脂から
なるものとすることができ、光透過性の高いものが好適である。また、接着層１１０８は
さらに赤外吸収能を有していてもよい。この場合、接着層１１０８は、上記赤外吸収材料
（赤外吸収層１０５の説明で記載した赤外吸収材料）を含有するものとすることができる
。
【０１９８】
　バンドパス層１１０９は、第５の実施形態と同様の構成を有し、支持基板１１１０に積
層されている。このような構成によっても、赤外吸収層１１０５とバンドパス層１１０９
によって、入射光の赤外成分を除去することが可能である。また、バンドパス層１１０９
は、紫色の光の一部もしくは全部とそれより短波長の光を除去することも可能である。
【０１９９】
　支持基板１１１０は、赤外吸収層１１０５及びバンドパス層１１０９を支持する。支持
基板１１１０はある程度の強度を有する板状部材とすることができ、光透過性の高い材料
、例えばガラスからなるものとすることができる。
【０２００】
　赤外吸収層１１０５及びバンドパス層１１０９は、撮像素子１１００の製造プロセスに
おいて支持基板１１１０に積層されるものとすることができる。具体的には、まず支持基
板１１１０の一面に赤外吸収層１１０５が積層され、支持基板１１１０の反対側の面にバ
ンドパス層１１０９が積層されるものとすることができる。
【０２０１】
　本実施形態においては、支持基板１１１０上に赤外吸収層１１０５及びバンドパス層１
１０９が積層された積層体が、接着層１１０８によって下層構造（光電変換素子１１０１
から低屈折率層１１０４まで）に接着されるものとすることができる。これにより、撮像
素子１１００の下層構造と赤外吸収層１１０５及びバンドパス層１１０９を別の製造プロ
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セス（製造装置）において作製することが可能となる。
【０２０２】
　（第１４の実施形態）
　本技術の第１４の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素
子は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装される
ものとすることが可能である。
【０２０３】
　［撮像素子の構造］
　図２２は、本実施形態に係る撮像素子１２００を示す模式図である。同図に示すように
、撮像素子１２００は、光電変換層１２０１、カラーフィルタ層１２０２、オンチップレ
ンズ１２０３、低屈折率層１２０４、接着層１２０８及び赤外吸収層１２０５が積層され
て構成されている。
【０２０４】
　光電変換層１２０１、カラーフィルタ層１２０２、オンチップレンズ１２０３及び低屈
折率層１２０４は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることができる。光電
変換層１２０１には、複数の光電変換素子１２０６が形成されている。カラーフィルタ層
１２０２は、各光電変換素子１２０６に対応する赤色カラーフィルタ１２０７Ｒ、緑色カ
ラーフィルタ１２０７Ｇ、青色カラーフィルタ１２０７Ｂ（以下、これらをカラーフィル
タ１２０７と総称する）を有する。
【０２０５】
　接着層１２０８は、低屈折率層１２０４に積層され、赤外吸収層１２０５を低屈折率層
１２０４に接着する。接着層１２０８は接着性を有する任意の材料、例えば合成樹脂から
なるものとすることができ、光透過性の高いものが好適である。また、接着層１２０８は
さらに赤外吸収能を有していてもよい。この場合、接着層１２０８は、上記赤外吸収材料
（赤外吸収層１０５の説明で記載した赤外吸収材料）を含有するものとすることができる
。
【０２０６】
　赤外吸収層１２０５は、撮像素子１２００の製造プロセスにおいて図示しない支持基板
に積層されるものとすることができる。支持基板上に赤外吸収層１２０５が積層された積
層体は、接着層１２０８によって下層構造（光電変換素子１２０１から低屈折率層１２０
４まで）に接着されるものとすることができる。接着後、支持基板が除去されることによ
り、撮像素子１２００を作成することが可能となる。
【０２０７】
　本実施形態においては、赤外吸収層１２０５を支持していた支持基板を除去することに
より、支持基板を有しない構造ながら、撮像素子１２００の下層構造と赤外吸収層１２０
５を別の製造プロセス（製造装置）において作製することが可能となる。
【０２０８】
　（第１５の実施形態）
　本技術の第１５の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素
子は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装される
ものとすることが可能である。
【０２０９】
　［撮像素子の構造］
　図２３は、本実施形態に係る撮像素子１３００を示す模式図である。同図に示すように
、撮像素子１３００は、光電変換層１３０１、カラーフィルタ層１３０２、オンチップレ
ンズ１３０３、低屈折率層１３０４、接着層１３０８、赤外吸収層１３０５及びバンドパ
ス層１３０９が積層されて構成されている。
【０２１０】
　光電変換層１３０１、カラーフィルタ層１３０２、オンチップレンズ１３０３及び低屈
折率層１３０４は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることができる。光電
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変換層１３０１には、複数の光電変換素子１３０６が形成されている。カラーフィルタ層
１３０２は、各光電変換素子１３０６に対応する赤色カラーフィルタ１３０７Ｒ、緑色カ
ラーフィルタ１３０７Ｇ、青色カラーフィルタ１３０７Ｂ（以下、これらをカラーフィル
タ１３０７と総称する）を有する。
【０２１１】
　接着層１３０８は、低屈折率層１３０４に積層され、赤外吸収層１３０５を低屈折率層
１３０４に接着する。接着層１３０８は接着性を有する任意の材料、例えば合成樹脂から
なるものとすることができ、光透過性の高いものが好適である。また、接着層１３０８は
さらに赤外吸収能を有していてもよい。この場合、接着層１３０８は、上記赤外吸収材料
（赤外吸収層１０５の説明で記載した赤外吸収材料）を含有するものとすることができる
。
【０２１２】
　バンドパス層１３０９は、第５の実施形態と同様の構成を有し、赤外吸収層１３０５に
積層されている。このような構成によっても、赤外吸収層１３０５とバンドパス層１３０
９によって、入射光の赤外成分を除去することが可能である。また、バンドパス層１３０
９は、紫色の光の一部もしくは全部とそれより短波長の光を除去することも可能である。
【０２１３】
　赤外吸収層１３０５及びバンドパス層１３０９は、撮像素子１３００の製造プロセスに
おいて図示しない支持基板に積層されるものとすることができる。具体的には、支持基板
上にバンドパス層１３０９が積層され、その上に赤外吸収層１３０５が積層されるものと
することができる。
【０２１４】
　支持基板上にバンドパス層１３０９及び赤外吸収層１３０５が積層された積層体は、接
着層１３０８によって下層構造（光電変換素子１３０１から低屈折率層１３０４まで）に
接着されるものとすることができる。接着後、支持基板が除去されることにより、撮像素
子１３００を作成することが可能となる。
【０２１５】
　本実施形態においては、バンドパス層１３０９及び赤外吸収層１３０５を支持していた
支持基板を除去することにより、支持基板を有しない構造ながら、撮像素子１３００の下
層構造とバンドパス層１３０９及び赤外吸収層１３０５を別の製造プロセス（製造装置）
において作製することが可能となる。
【０２１６】
　（第１６の実施形態）
　本技術の第１６の実施形態に係る撮像素子について説明する。本実施形態に係る撮像素
子は、被写体を撮像素子に結像する撮像光学系と共に撮像装置（カメラ等）に実装される
ものとすることが可能である。
【０２１７】
　［撮像素子の構造］
　図２４は、本実施形態に係る撮像素子１４００を示す模式図である。同図に示すように
、撮像素子１４００は、光電変換層１４０１、カラーフィルタ層１４０２、オンチップレ
ンズ１４０３、低屈折率層１４０４、接着層１４０８、バンドパス層１４０９及び赤外吸
収層１４０５が積層されて構成されている。
【０２１８】
　光電変換層１４０１、カラーフィルタ層１４０２、オンチップレンズ１４０３及び低屈
折率層１４０４は、第１の実施形態と同様の構成を有するものとすることができる。光電
変換層１４０１には、複数の光電変換素子１４０６が形成されている。カラーフィルタ層
１４０２は、各光電変換素子１４０６に対応する赤色カラーフィルタ１４０７Ｒ、緑色カ
ラーフィルタ１４０７Ｇ、青色カラーフィルタ１４０７Ｂ（以下、これらをカラーフィル
タ１４０７と総称する）を有する。
【０２１９】
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　接着層１４０８は、低屈折率層１４０４に積層され、バンドパス層１４０９を低屈折率
層１４０４に接着する。接着層１４０８は接着性を有する任意の材料、例えば合成樹脂か
らなるものとすることができ、光透過性の高いものが好適である。また、接着層１４０８
はさらに赤外吸収能を有していてもよい。この場合、接着層１４０８は、上記赤外吸収材
料（赤外吸収層１０５の説明で記載した赤外吸収材料）を含有するものとすることができ
る。
【０２２０】
　バンドパス層１４０９は、第５の実施形態と同様の構成を有し、接着層１４０８に積層
されている。このような構成によっても、赤外吸収層１４０５とバンドパス層１４０９に
よって、入射光の赤外成分を除去することが可能である。また、バンドパス層１４０９は
、紫色の光の一部もしくは全部とそれより短波長の光を除去することも可能である。
【０２２１】
　バンドパス層１４０９及び赤外吸収層１４０５は、撮像素子１４００の製造プロセスに
おいて図示しない支持基板に積層されるものとすることができる。具体的には、支持基板
上に赤外吸収層１４０５が積層され、その上にバンドパス層１４０９が積層されるものと
することができる。
【０２２２】
 支持基板上に赤外吸収層１４０５及びバンドパス層１４０９及びが積層された積層体は
、接着層１４０８によって下層構造（光電変換素子１４０１から低屈折率層１４０４まで
）に接着されるものとすることができる。接着後、支持基板が除去されることにより、撮
像素子１４００を作成することが可能となる。
【０２２３】
　本実施形態においては、赤外吸収層１４０５及びバンドパス層１４０９を支持していた
支持基板を除去することにより、支持基板を有しない構造ながら、撮像素子１４００の下
層構造と赤外吸収層１４０５及びバンドパス層１４０９を別の製造プロセス（製造装置）
において作製することが可能となる。
【０２２４】
　本技術は、上記各実施形態にのみ限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない
範囲内において変更することが可能である。
【０２２５】
　例えば、上記各実施形態に係る撮像素子は、第２の実施形態において説明した反射装備
層が最上層として積層されるものとしてもよい。また、赤外吸収層上にバンドパス層が積
層される場合には、赤外吸収層とバンドパス層の間に第３の実施形態において説明した保
護層が設けられてもよい。さらに、第１の実施形態において説明したように、各実施形態
に係る撮像素子においてカラーフィルタ層は必ずしも設けられなくてもよい。
【０２２６】
　なお、本技術は以下のような構成も採ることができる。
【０２２７】
　（１）
　高屈折率材料からなるオンチップレンズと、
　上記オンチップレンズ上に平坦に形成され、低屈折率材料からなる低屈折率層と、
　赤外吸収色素と、シロキサン骨格のみからなる合成樹脂またはシロキサン骨格部分及び
酸素部分の反応活性が低い部分骨格からなる合成樹脂であるバインダー樹脂とを含む赤外
吸収材料からなり、上記低屈折率層よりも上層に積層された赤外吸収層と
　を具備する撮像素子。
【０２２８】
　（２）
　上記（１）に記載の撮像素子であって、
　上記赤外吸収材料は、加熱黄変温度が１８０℃以上である
　撮像素子。
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【０２２９】
　（３）
　上記（１）又は（２）に記載の撮像素子であって、
　上記赤外吸収色素は、極大吸収波長が６００ｎｍ以上１２００ｎｍ以下であり、モル吸
光係数が１０００Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ以上である
　撮像素子。
【０２３０】
　（４）
　上記（１）乃至（３）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　上記赤外吸収色素は、過塩素酸イオンよりもサイズもしくは式量が大きくまたは酸化さ
れにくいアニオン部分を有し、またはアンモニウムイオンよりもサイズもしくは式量が大
きくまたは酸化されにくいカチオン部分を有する
　撮像素子。
【０２３１】
　（５）
　上記（１）乃至（４）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　前記赤外吸収層上に積層され、酸素及び水分を遮蔽するもしくは物理的なダメージを抑
制する保護層
　をさらに具備する撮像素子。
【０２３２】
　（６）
　上記（１）乃至（５）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　前記低屈折率層よりも上層に積層され、高屈折率材料と低屈折率材料の多層膜からなる
バンドパス層
　をさらに具備する撮像素子。
【０２３３】
　（７）
　上記（１）乃至（６）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　最上層として積層され、上層側及び下層側から入射する光の反射を防止する反射防止層
　をさらに具備する撮像素子。
【０２３４】
　（８）
　上記（１）乃至（７）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　上記オンチップレンズよりも下層に積層されたカラーフィルタ層
　をさらに具備する撮像素子。
【０２３５】
　（９）
　上記（１）乃至（８）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　上記赤外吸収層を支持する支持基板
　をさらに具備する撮像素子。
【０２３６】
　（１０）
　上記（１）乃至（９）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　上記低屈折率層上に積層された、接着性材料からなる接着層
　をさらに具備する撮像素子。
【０２３７】
　（１１）
　高屈折率材料からなるオンチップレンズと、
　上記オンチップレンズ上に平坦に形成され、低屈折率材料からなる低屈折率層と、
　短径１ｎｍ以上かつ長径５０ｎｍ以下の微粒子状である赤外吸収色素を含む赤外吸収材
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料からなり、上記低屈折率層よりも上層に積層された赤外吸収層と
　を具備する撮像素子。
【０２３８】
　（１２）
　上記（１１）に記載の撮像素子であって、
　上記赤外吸収材料は、少なくともバインダー樹脂もしくは添加剤のうちいずれか一方を
含む
　撮像素子。
【０２３９】
　（１３）
　上記（１１）又は（１２）に記載の撮像素子であって、
　上記赤外吸収色素は、極大吸収波長が６００ｎｍ以上１２００ｎｍ以下であり、モル吸
光係数が１０００Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ以上である
　撮像素子。
【０２４０】
　（１４）
　上記（１１）乃至（１３）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　上記赤外吸収色素は、過塩素酸イオンよりもサイズもしくは式量が大きくまたは酸化さ
れにくいアニオン部分を有し、またはアンモニウムイオンよりもサイズもしくは式量が大
きくまたは酸化されにくいカチオン部分を有する
　撮像素子。
【０２４１】
　（１５）
　上記（１１）乃至（１４）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　前記赤外吸収層上に積層され、酸素及び水分を遮蔽するもしくは物理的なダメージを抑
制する保護層
　をさらに具備する撮像素子
【０２４２】
　（１６）
　上記（１１）乃至（１５）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　上記低屈折率層よりも上層に積層され、高屈折率材料と低屈折率材料の多層膜からなる
バンドパス層
　をさらに具備する撮像素子。
【０２４３】
　（１７）
　上記（１１）乃至（１６）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　最上層として積層され、上層側及び下層側から入射する光の反射を防止する反射防止層
　をさらに具備する撮像素子。
【０２４４】
　（１８）
　上記（１１）乃至（１７）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　上記オンチップレンズよりも下層に積層されたカラーフィルタ層
　をさらに具備する撮像素子。
【０２４５】
　（１９）
　上記（１１）乃至（１８）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　上記赤外吸収層を支持する支持基板
　をさらに具備する撮像素子。
【０２４６】
　（２０）
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　上記（１１）乃至（１９）のいずれか一つに記載の撮像素子であって、
　上記低屈折率層上に積層された、接着性材料からなる接着層
　をさらに具備する撮像素子。
【符号の説明】
【０２４７】
　１００、２００、３００、４００、５００、６００、７００、８００、９００、１００
０、１１００、１２００、１３００、１４００、１５００、１６００…撮像素子
　１０１、２０１、３０１、４０１、５０１、６０１、７０１、８０１、９０１、１００
１、１１０１、１２０１、１３０１、１４０１、１５０１、１６０１…光電変換層
　１０２、２０２、３０２、４０２、５０２、６０２、７０２、８０２、９０２、１００
２、１１０２、１２０２、１３０２、１４０２、１５０２、１６０２…カラーフィルタ層
　１０３、２０３、３０３、４０３、５０３、６０３、７０３、８０３、９０３、１００
３、１１０３、１２０３、１３０３、１４０３、１５０３、１６０３…オンチップレンズ
　１０４、２０４、３０４、４０４、５０４、６０４、７０４、８０４、９０４、１００
４、１１０４、１２０４、１３０４、１４０４、１５０４、１６０４…低屈折率層
　１０５、２０５、３０５、４０５、５０５、６０５、７０５、８０５、９０５、１００
５、１１０５、１２０５、１３０５、１４０５、１５０５、１６０５…赤外吸収層
　１０６、２０６、３０６、４０６、５０６、６０６、７０６、８０６、９０６、１００
６、１１０６、１２０６、１３０６、１４０６、１５０６、１６０６…光電変換素子
　１０７、２０７、３０７、４０７、５０７、６０７、７０７、８０７、９０７、１００
７、１１０７、１２０７、１３０７、１４０７、１５０７、１６０７…カラーフィルタ
　２０８、１６０９…反射防止層
　３０８、１５０８、１６０８…保護層
　４０８、８０８、９０８、１００８、１１０８、１２０８、１３０８、１４０８…接着
層
　３０９、４１０、６０８、７０８、９０９、１００９、１１０９、１３０９、１４０９
…バンドパス層
　４０９、８０９、９１０、１０１０…支持基板
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